
 本地区は、区の南⻄部に位置し、⻄武新宿線上⽯神井駅を中⼼とした駅周辺の路線型に広がる商
店街と、都⼼へのアクセスに恵まれた良好な住宅地を形成しています。
 地区内では、かねてより、外環計画の推移や⻄武鉄道新宿線の⽴体化の実現を⾒据えたまちづく
りの検討に取り組んでおり、外郭環状線の２（以下「南北道路および交通広場」という。）や、連
続⽴体交差事業による鉄道の⾼架化等の⾻格的な都市基盤の整備が進みつつあります。
 練⾺区都市計画マスタープランでは、本地区を「地域拠点」に位置付け、地域における活動と交
流の中⼼としてふさわしい魅⼒ある都市空間の形成を⽬指す地区としています。
 そこで、活気ある商店街と良好な住宅地が調和した、災害に強い市街地の形成を⽬標とし、南北
道路および交通広場の沿道では、沿道にふさわしい街並みの誘導や延焼遮断帯の形成による防災性
の向上を図り、既存の商店街では、地区にふさわしい活気ある商業空間を形成・保全していくとと
もに、後背の住宅地では、みどり豊かで良好な住環境を保全・創出していきます。
 また、駅前においては、市街地再開発事業等による⼟地の有効・⾼度利⽤の促進や、歩⾏者と⾞
両が輻輳することなく、安全かつ利便に往来できる施設の整備によって、賑わいのある駅前空間を
形成するとともに、鉄道の⾞両留置施設再編後の跡地においては、拠点性を⾼める⼟地利⽤を誘導
します。
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１　駅へのアクセス性の向上や駅前にふさわしい空間の創出、地区内の道路ネットワークの形成および防

　災性の向上を図るため、主要区画道路、区画道路および隅切りの整備を促進する。

２　一団地の住宅施設として建設された住宅団地の建替えにあわせて、道路、広場、緑地等を整備する。

３　車両留置施設の再編にあわせて、高架下を南北に往来する道路を整備する。

４　区域内の各地区にふさわしい、新たな公園や広場等の整備を推進する。

１　住宅と店舗が調和した街並みを誘導するため、建築物等の用途の制限を定める。

２　公共施設の整備にあわせて土地の有効利用を一体的に誘導するため、建築物の容積率の最高限度を定　

　める。

３　敷地の細分化を防ぎ、ゆとりのある住環境を保全するため、建築物の敷地面積の最低限度を定める。

４　道路空間や道路交差部における見通しを確保し、防災性や安全性の向上を図るとともに、良好な住環　

　境の形成を誘導するため、壁面の位置の制限および壁面後退区域における工作物の設置の制限を定める。

５　周辺住宅地への配慮と良好な景観を形成するため、建築物等の高さの最高限度および建築物等の形態　

　または色彩その他の意匠の制限を定める。

６　災害時のブロック塀等の倒壊を防ぎ、みどり豊かな街並みを形成するため、垣または柵の構造の制限　

　を定める。

７　駅前においては、地域拠点としての機能を高めるために、市街地再開発事業などの建築物の共同化に　

　よる土地の高度利用を促進する。
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名　称名　称名　称名　称

位　置位　置位　置位　置

面　積面　積面　積面　積

上石神井駅周辺地区地区計画

下石神井四丁目、関町南一丁目、上石神井南町、上石神井一丁目、上石神井二丁目および
上石神井四丁目各地内

約53.3ha

誘導容積型

　　本地区を７地区に区分し、それぞれの地区の特性に応じて土地利用の方針をつぎのように定める。

　なお、市街地再開発事業等の面的整備や基盤整備事業の進捗の際には、以下の地区区分は必要に応じて

　見直しを行うものとする。

１　南北道路沿道地区

　　幹線道路の沿道にふさわしい商業・業務・サービス施設や集合住宅等の中高層の土地利用を誘導し、

　延焼遮断機能を有する街並みを形成する。また、駅前では商業集積や土地の有効・高度利用を図り、地

　域拠点にふさわしい賑わいのある商業地を形成する。

２　沿道商業地区

　　幹線道路沿道の立地を生かした商業施設等を誘導し、延焼遮断機能を有する街並みを形成する。

３　商店街地区

　　魅力ある近隣向けの商業施設等を誘導し、周辺環境に配慮することとあわせて、調和した街並みと賑

　わいのある商店街を形成・保全する。

４　複合住宅地区

　　住宅と小規模店舗等との調和を図りながら、建築物の更新にあわせた道路空間の拡幅を推進し、利便

　性の高い良好な市街地環境を形成する。

５　住宅地区Ａ

　　低層・中層の住宅を誘導し、良好な住宅市街地の維持・保全を図るとともに、建築物の更新にあわせ

　た道路空間の拡幅を推進し、安全・安心でみどり豊かな住環境を整備・保全する。

６　住宅地区Ｂ

　　一団地の住宅施設として建設された住宅団地の建替えにあわせて、道路・広場・緑地等を適切に配置

　し、みどり豊かで良好な住環境を有する住宅団地としての土地利用を図る。

７　鉄道施設・拠点機能創出地区

　　西武鉄道新宿線の連続立体交差事業の実施により、鉄道や車両留置施設の高架化を行う。鉄道の車両

　留置施設再編後の跡地においては、拠点性を高める土地利用を誘導する。
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名　称 幅　員 延　長 備　考

主要区画道路

区画道路１号

区画道路２号

区画道路３号

区画道路４号

区画道路５号

区画道路６号

区画道路７号

区画道路８号

区画道路９号

12.0ｍ

6.0～8.0ｍ

6.0～7.7ｍ

6.0～7.4ｍ

7.2～7.3ｍ

6.0ｍ

6.0ｍ

6.0ｍ

6.0～8.3ｍ

6.0～6.2ｍ

約220ｍ

約310ｍ

約500ｍ

約340ｍ

約370ｍ

約280ｍ

約430ｍ

約370ｍ

約370ｍ

約180ｍ

拡幅

一部拡幅

一部拡幅

一部拡幅

既設

拡幅

一部拡幅

一部拡幅

拡幅

既設

１　南北道路と主要区画道路の交差部では、道路境界線の交点を頂点

とする底辺５ｍの二等辺三角形の範囲を隅切りとする。

２　南北道路と区画道路の交差部または主要区画道路および区画道路

と公道の交差部（隅角が120度以上の場合を除く。）では、道路境

界線の交点を頂点とする底辺３ｍの二等辺三角形の範囲を隅切りと

する。

隅切り

名　称

名　称

面　積 備　考

幅　員 延　長 備　考

緑地

広場

歩道状空地１号

歩道状空地２号

緑道

約1,140㎡

約750㎡

新設

新設

2.0ｍ

2.0ｍ

5.4～7.4ｍ

約170ｍ

約120ｍ

約50ｍ

新設

新設

新設

道路道路道路道路

地区整備計画　地区施設の配置および規模地区整備計画　地区施設の配置および規模地区整備計画　地区施設の配置および規模地区整備計画　地区施設の配置および規模

緑地緑地緑地緑地

広場広場広場広場

その他の

公共空地

その他の

公共空地

その他の

公共空地

その他の

公共空地

　道路等の公共施設の整備状況に応じた容積率を指定することで、公共施設の整備と周辺の土地利用を一体的に誘導し

ていく制度です。当地区では、南北道路・交通広場の供用開始がされるまでの間、沿道の地区を暫定容積率（変更前の

容積率）に制限します。ただし、供用開始前であっても、地区計画の内容に適合し、かつ練馬区の認定※を受けた建築

計画には、目標容積率が適用されます。

※ 道路事業に協力している、交通・安全・防火・衛生上支障がない等の要件があります。

誘導容積制度について誘導容積制度について誘導容積制度について誘導容積制度について

公共施設 （南北道路） が未整備

目標容積率

暫定容積率

公共施設 （南北道路） を整備

認定

２



現道※道路中心線

４m４m４m４m

この部分における建築物や
工作物の設置を制限します
この部分における建築物や
工作物の設置を制限します
この部分における建築物や
工作物の設置を制限します

２m２m２m２m

道路中心線

3m3m3m3m3m3m3m3m

この部分における建築物や
工作物の設置を制限します
この部分における建築物や
工作物の設置を制限します
この部分における建築物や
工作物の設置を制限します

壁面の位置 壁面の位置

壁面の位置

（※）建築基準法第 42 条第 2項に基づき特定行政庁が指定した道路

現道中心から 4.0m 以上

道路中心から 3.0ｍ以上

隣地境界線から 5.0m 以上

壁面の位置の制限

４　　南北道路と主要区画道路が交わる角敷地においては、 建築物の外壁等の面は、
道路境界線の交点を頂点とする長さ５ｍの底辺を有する二等辺三角形の底辺となる
線を越えてはならない。

５　　南北道路と区画道路が交差する角敷地および主要区画道路または区画道路と公道
が交差する角敷地 （隅角が 120 度以上の場合を除く。） においては、 建築物の外
壁等の面の位置は、 道路境界線の交点を頂点とする長さ３ｍの底辺を有する二等辺
三角形の底辺となる線を越えてはならない。

６　　４および５を除き、 道路が交わる角敷地 （隅角が 120 度以上の場合を除く。） に
おいては、 建築物の外壁等の面の位置は、 道路境界線の交点を頂点とする長さ２ｍ
の底辺を有する二等辺三角形の底辺となる線を越えてはならない。この地図は、東京都の承認を受けて、東京都縮尺2500 分の1 地形図および都市施設情報を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。

（承認番号）3 都市基交著第17 号、令和3 年4 月30 日，3 都市基街都第19 号、令和3 年4 月21 日 

１号

２号

３号

計　画　図計　画　図計　画　図計　画　図

壁面の位置の制限のイメージ壁面の位置の制限のイメージ壁面の位置の制限のイメージ壁面の位置の制限のイメージ

壁面の位置の制限 １号

壁面の位置の制限 ２号

区画道路８号の一部

区画道路１号～７号、 ８号の一部
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地 区 整 備 計 画地 区 整 備 計 画地 区 整 備 計 画地 区 整 備 計 画

地区
の
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地区
の
区分

地区
の
区分

地区
の
区分

名　　称名　　称名　　称名　　称

面　　積面　　積面　　積面　　積

建築物等の用途
の制限

建築物等の用途
の制限

建築物等の用途
の制限

建築物等の用途
の制限

区域の特性に応じ
た建築物の容積率

の最高限度

区域の特性に応じ
た建築物の容積率

の最高限度

区域の特性に応じ
た建築物の容積率

の最高限度

区域の特性に応じ
た建築物の容積率

の最高限度

公共施設の整備
状況に応じた建
築物の容積率の

最高限度

公共施設の整備
状況に応じた建
築物の容積率の

最高限度

公共施設の整備
状況に応じた建
築物の容積率の

最高限度

公共施設の整備
状況に応じた建
築物の容積率の

最高限度

建築物の容積率の
最高限度

建築物の容積率の
最高限度

建築物の容積率の
最高限度

建築物の容積率の
最高限度

建築物の敷地面積の
最低限度

建築物の敷地面積の
最低限度

建築物の敷地面積の
最低限度

建築物の敷地面積の
最低限度

壁面の位置の制限壁面の位置の制限壁面の位置の制限壁面の位置の制限

壁面後退区域における
工作物の設置の制限

壁面後退区域における
工作物の設置の制限

壁面後退区域における
工作物の設置の制限

壁面後退区域における
工作物の設置の制限

建築物等の高さの
最高限度

建築物等の高さの
最高限度

建築物等の高さの
最高限度

建築物等の高さの
最高限度

建築物等の形態
または色彩

その他の意匠の制限

建築物等の形態
または色彩

その他の意匠の制限

建築物等の形態
または色彩

その他の意匠の制限

建築物等の形態
または色彩

その他の意匠の制限

垣または柵の構造
の制限

垣または柵の構造
の制限

垣または柵の構造
の制限

垣または柵の構造
の制限

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

建
築
物
の
容
積
率
の

最
高
限
度

建
築
物
の
容
積
率
の

最
高
限
度

建
築
物
の
容
積
率
の

最
高
限
度

建
築
物
の
容
積
率
の

最
高
限
度

南北道路沿道地区南北道路沿道地区南北道路沿道地区南北道路沿道地区

約４.１ha 約０.１ha

Ａ地区Ａ地区Ａ地区Ａ地区
複合住宅地区複合住宅地区複合住宅地区複合住宅地区

約０.４ha 約０.２ha 約２.４ha 約１.５ha 約４.７ha 約１.９ha 約１０.９ha 約２１.５ha 約１.２ha 約４.４ha

鉄道施設・拠点

機能創出地区

鉄道施設・拠点

機能創出地区

鉄道施設・拠点

機能創出地区

鉄道施設・拠点

機能創出地区

１０分の４０ １０分の３０

１０分の３０ １０分の２０ １０分の１０

１０分の１２

８０㎡ １００㎡

２０ｍ ２５ｍ

ただし、つぎのいずれかに該当する場合はこの限りではない。

１　当該地区計画の都市計画決定告示日において敷地面積が80㎡未満である敷地で、その敷地全てを一の敷地として使用する場合

２　当該地区計画の都市計画決定告示日以降に、公共施設の整備等により敷地面積が80㎡未満となる敷地で、その敷地全てを一の敷地として使用する場合

ただし、つぎのいずれかに該当する場合はこの限りではない。

１　当該地区計画の都市計画決定告示日において敷地面積が100㎡未満で、その敷地
全てを一の敷地として使用する場合

２　当該地区計画の都市計画決定告示日以降に、公共施設の整備等により敷地面積が
100㎡未満となり、その敷地全てを一の敷地として使用する場合

１　計画図に表示する壁面の位置の制限１号が定められている部分においては、建築物の外壁またはこれに代わる柱（以下「外壁等」という。）の面から建築基準法第42条第2項に基づき特定行政庁が指定した道路の中心線までの距離は、４ｍ以上
とする。

２　計画図に表示する壁面の位置の制限２号が定められている部分においては、建築物の外壁等の面から道路中心線までの距離は、３ｍ以上とする。
３　計画図に表示する壁面の位置の制限３号が定められている部分においては、建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、５ｍ以上とする。ただし、軒の高さが３ｍ以下の平屋建ての建築物または公益上やむを得ないもので、隣地境界線
からの距離が３ｍ以上の部分に設置するものについては、この限りでない。

４　南北道路と主要区画道路が交わる角敷地においては、建築物の外壁等の面は、道路境界線の交点を頂点とする長さ５ｍの底辺を有する二等辺三角形の底辺となる線を越えてはならない。
５　南北道路と区画道路が交わる角敷地および主要区画道路または区画道路と公道が交わる角敷地（隅角が120度以上の場合を除く。）においては、建築物の外壁等の面の位置は、道路境界線の交点を頂点とする長さ３ｍの底辺を有する二等辺三角
形の底辺となる線を越えてはならない。

６　４および５を除き、道路が交わる角敷地（隅角が120度以上の場合を除く。）においては、建築物の外壁等の面の位置は、道路境界線の交点を頂点とする長さ２ｍの底辺を有する二等辺三角形の底辺となる線を越えてはならない。

２５ｍ

壁面の位置の制限（３号を除く。）により建築物が後退した区域については、門、塀、擁壁、広告物、看板、自動販売機、植栽のための工作物等通行の妨げとなるような工作物を設置してはならない。

ただし、公益上必要なもので用途上または構造上やむを得ないものは、この限りでない。

　ただし、つぎに掲げるものにあっては適用しない。

１　都市計画法第８条第１項第３号の規定に基づく高度利用地区内における建築物の建築

２　建築基準法第59条の２第１項の規定に基づき特定行政庁の許可を受けた建築物の建築

３　当該地区計画の都市計画決定告示日において、現に存する建築物または現に建築中の建築物であって、
当該規定に適合しない部分を有するものについて、適合しない部分を増加させない範囲で行う建築で、区
長が別に定める基準に適合すると認める場合

１　建築物の形態および意匠は、周辺の街並みとの調和や良好な景観形成に配慮したものとする。

２　屋根および外壁等の色彩は、原色の使用は避け、落ち着いた色合いのものとする。

３　屋外広告物を設置する場合は、つぎに掲げる要件を満たすものとする。

１　建築物の形態および意匠は、周辺の街並みとの調和や良好な景観形成に配慮したものとする。

２　屋根および外壁等の色彩は、原色の使用は避け、落ち着いた色合いのものとする。

１　道路に面して設ける垣または柵は、生け垣またはフェンス等とする。ただし、高さ60㎝以下の部分に
ついてはこの限りでない。

２　南北道路および交通広場に面する部分については、当該道路に接する敷地の長さの10分の６以上の部
分を、道路に沿って緑化しなければならない。ただし、土地利用上やむを得ない場合または道路に有効
に接続する階にショーウインドウ、ディスプレイ等、屋内外の活動が相互に望め、賑わいを創出するよ
うな形態の部分を設ける場合は、緑化が必要となる長さから当該部分の長さを除くことができる。

　ただし、つぎに掲げるものにあっては適用しない。

１　都市計画法第８条第１項第３号の規定に基づく高度利用
地区内における建築物の建築

２　建築基準法第59条の２第１項の規定に基づき特定行政庁
の許可を受けた建築物の建築

３　当該地区計画の都市計画決定告示日において、現に存す
る建築物または現に建築中の建築物であって、当該規定に
適合しない部分を有するものについて、適合しない部分を
増加させない範囲で行う建築で、区長が別に定める基準に
適合すると認める場合

つぎに掲げる建築物は建築してはならない。

１　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（以下「風営法」という。）　第２条第１項第１号から第３号までに掲げる営業に供する建築物

２　建築基準法別表第２（と）項第３号に掲げる建築物

当該地区計画の内容に適合し、かつ、特定行政庁が交通上、安全上、防火上およ
び衛生上支障がないと認めた場合（建築基準法第68条の４第１項に基づく認定）、
または南北道路および交通広場に係る供用開始の告示（道路法第18条第２項の規定
に基づく公示）後は、下記の容積率を適用しない。－

－

－－

－ －

－－

Ｂ地区Ｂ地区Ｂ地区Ｂ地区 Ｃ地区Ｃ地区Ｃ地区Ｃ地区 Ｄ地区Ｄ地区Ｄ地区Ｄ地区 Ｅ地区Ｅ地区Ｅ地区Ｅ地区
沿道商業地区沿道商業地区沿道商業地区沿道商業地区

商店街地区商店街地区商店街地区商店街地区

Ａ地区Ａ地区Ａ地区Ａ地区 Ｂ地区Ｂ地区Ｂ地区Ｂ地区

－

⑴　周辺との調和を十分に配慮した形態、色彩および意匠とすること。

⑵　光源が点滅しないこと。

⑶　表示面積は、50㎡以下とすること。

⑷　上端の高さが、建築物等の高さの最高限度を超えないこと。

⑸　歩道の上空に突出する広告物は、道路面から当該突出部分の下端までの高さを3.5ｍ以上とすること。

⑹　土地に直接設置する広告塔または広告板は、表示面積を10㎡以下とし、かつ、上端の高さを地上10ｍ
以下とすること。

１　道路に面して設ける垣または柵は、生け垣またはフェンス等とする。ただし、高さ60ｃｍ以下の部分についてはこの限りでない。

住宅地区Ａ住宅地区Ａ住宅地区Ａ住宅地区Ａ 住宅地区Ｂ住宅地区Ｂ住宅地区Ｂ住宅地区Ｂ
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こんな時、届出が必要となります

練馬区 都市整備部 地区計画担当　　TEL　03-5984-1527（直通）　　　　　　　令和６年（２０２４年）３月

　この地区計画の区域内で下の表に示すような行為を行う場合には、事前に「届出」を行う必要があります。

「届出」は、工事着手の30日前工事着手の30日前かつ建築確認申請の時までに行ってください。

　なお、下の表のような行為を行おうとする場合は、あらかじめ区にご相談ください。

(1)土地の区画形質の変更

　　切土・盛土、道路・宅地の造成、敷地の分割など

　　（開発許可が必要な場合を除く）

(２)建築物の建築・工作物の建設

　　建築物の新築・増改築、広告塔などの工作物の建設、門・塀

　　および擁壁の築造など

(３)建築物等の用途の変更

　　建築物の使い途（用途）を変える

　　（地区整備計画において用途の制限が定められた区域に限る

(４)建築物等の形態・色彩・意匠の変更

　　建築物の色彩の変更、看板の設置および取替など

案内図（1/1500以上）

配置図（1/100以上）

立面図（1/100以上）2面以上

区域図（1/1000以上）

設計図（1/100以上)

案内図（1/1500以上）

求積図（1/100以上）

配置図（1/100以上）

各階平面図（1/100以上）

立面図（1/100以上）2面以上

垣・さく配置図（1/100以上）

垣・さく断面図（1/20程度）

届出を必要とする行為届出を必要とする行為届出を必要とする行為届出を必要とする行為 添付書類（縮尺）添付書類（縮尺）添付書類（縮尺）添付書類（縮尺）

届出から工事着手まで

事前相談

地区計画の届出

届出の審査および指導等

工事着手

完　　了

地区計画に適合している 地区計画に適合していない

建築確認が必要な場合

建築確認申請

建築確認済証交付

計画の変更

認定申請（注）

（注）誘導容積に関する認定について

　上石神井駅周辺地区においては、変更後の

容積率（区域の特性に応じた容積率）を使用

する場合、南北道路の整備部分の状況に応じ

て、交通上、安全上等の観点から、建物ごと

に誘導容積に関する認定を取得する必要があ

ります。認定を受けるための条件等について

は、担当までご確認ください。

届出者が行う手続き

建築確認が不要な場合

５


